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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
２本の平行対向した機体台枠上に、軸着された作動板Ａと作動板Ｂが支持軸Ｂを支点とし
て、前後に旋回する作動板Ｂの先端に、水圧をうけ作動する水受板を装着し、この水受板
がスプリングＡの弾性で、略楕円軌道をとり前後運動する駆動手段と、この動作をチエン
ＡとスプリングＢの、伸縮動作によって逆転止め歯車と、弾み車および大径の歯車とチエ
ンＢで発電機の小径主軸歯車を回動し発電する駆動手段とを備えている。前記水受板には
、上方向に引っ張るスプリングＡと、横方向に引っ張るスプリングＢの、弾性体素材を有
していることを特徴とする水力発電装置。
【請求項２】
請求項１に於いて、前記水受板は平板状で半円形又はＵ字形、Ｖ字形など、その先端部に
行くほど、その巾を狭めた形状を有していることを特徴とする水力発電装置。
【請求項３】
請求項１乃至請求項２のいずれかの一項に於いて、前記水受板の上縁に当板を装着し、水
受板内面に充分な水圧を貯えられるようにしたことを特徴とする水力発電装置。
【請求項４】
請求項１に於いて、水受板はスプリングＡの弾性と、水圧によって落差を発生させること
によって、略楕円軌道をとり前後運動するためのスプリングＡを有することを特徴とする
水力発電装置。
【請求項５】
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請求項１に於いて、逆転止め歯車で一方向にのみ回動し、空転可能な駆動軸に弾み車で遠
心力を働かせ、回転力を上げるようにしたことを特徴とする水力発電装置。
【請求項６】
請求項１に於いて、支持枠Ｂに吊り軸調節用穴を３乃至４個穴設し、水路の水深に合せて
、予め吊り軸の挿着位置を設定し、水受板の作動を効果的に行わせるようにしたことを特
徴とする水力発電装置。
【請求項７】
請求項１に於いて、発電装置を直列または並列配置して、それぞれの駆動軸を水受板の異
なった動作によって、その動作をピストン運動として伝え、円滑で強力な回転力として、
発電機を回動するようにしたことを特徴とする水力発電装置。
【請求項８】
請求項１乃至請求項５のいずれか一項に於いて、２枚の対向せる円板の間隙に丸形鋼を挟
み固定した、弾み車を駆動軸に、軸架するようにしたことを特徴とする水力発電装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明はダムなどの高低差に頼らず自然の水流で効率よく発電する水力発電装置に関する
ものである。
【背景技術】
【０００２】
山地に囲まれた我が国では、昔から高低差のある河川を利用して、ダムによる大規模な水
力発電が行われてきたが、現在ではこれに続いて原子力発電や、火力発電で我々の生活を
支えているが、最近地球の温暖化対策の一環として、手近な自然ヱネルギーを利用する太
陽光発電や風力発電が研究され実施化されている。
【０００３】
また、一般的な水路を利用する発電にも、関心が寄せられているが、水路に従来からある
水車を設置して回転させ、この力で発電させるのが主流である。
ある程度出力を上げようとすれば、水車を大きくするか水の流れに落差が必要であり、現
在では山小屋等が利用している程度である。これを高低差に頼らず自然の水流のみで効率
よく発電する、水力発電装置は現在では実用化されていないのが現状である。
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
そこで上記の問題に鑑み、本発明の第一の課題は水路の落差を利用せず、身近なコンクリ
ート製水路（最少適用幅員３５ｃｍ）上縁に、本発電装置を据付け高低差に頼らず、自然
の水流で効率よく発電する水力発電装置を提供することにある。
【０００５】
本発明の第二の課題は、従来の水車のように円形で、その周囲に多数の貯水板を周設した
円筒状の水車に替え、本発明では平板状のものを、半円形またはＵ字形やＶ字形など先端
部へ行くほど、その巾を狭めた形状に成形し、上面を当板で覆った水受板をスプリングＡ
等の弾性体素材で水面上に吊り下げ、水受板の半円形などの先端部を流水中に沈ませ、こ
れに受ける水圧で、水受板が略楕円軌道をとり前後運動をする。
この運動をスプリングＢの弾性とチエンＡで、逆転止め歯車を同一方向にのみ回動を伝え
駆動軸を回動する。水受板が最初の位置に戻ったときは、スプリングＢの弾性も元に戻り
、逆転止め歯車そのものは逆転するが，駆動軸はそのまま惰性で空転する、（自転車の後
輪歯車と同じ）この動作で発電機を回動し発電する水力発電装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
上記の課題を解決するため、本発明に係わる水力発電装置はコンクリート製などの水路上
縁に本装置を載せて、水受板を流水の水圧と、その際瞬時ではあるが発生する水面落差と
門形の支持枠Ｂに吊り下げられた、スプリングＡの伸縮動作によって、略楕円軌道をとる
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前後運動で、スプリングＢの伸縮動作をチエンＡで、逆転止め歯車に伝え駆動軸を回動す
る。
【０００７】
前記水受板は、平板状の半円形またはＵ字形やＶ字形等先端部へ行くほど、その巾を狭め
た形状で先端へ行くほど、水圧抵抗が減少する構造であり、尚この上縁端を当板で覆い、
水受板内面に充分な水圧を貯えられるように構成する。
【０００８】
水受板の動作は、水受板先端が水路流水の波浪と、スプリングＡの伸縮運動で跳ね返り、
水中に引き込まれることによって、第７図Ｅに示すように水受板内面に流水が貯えられ、
瞬時ではあるが川上側水面水位が高くなり、その分川下側水位が低くなることによって、
小さな落差を発生させるものである。
【０００９】
この落差に水受板内面の水圧が作用して、川下側に流され略楕円軌道をとり前後運動をす
る、この時斜めに伸張したスプリングＡで上方に引かれると共に、水受板先端が受ける水
圧を減少し、水受板は水面上に顔を出し、最初の位置に戻ることになる。
この時点で流水面の落差は無くなり元の水面に戻る、この動作を継続的に繰り返し、逆転
止め歯車を回動するので、この発電装置を水路上に設置することによって、水路流水を長
時間塞き止めることが無く、よってごみ等で水受板の作動を妨げることがない。
【００１０】
また駆動軸には、前記逆転止め歯車と弾み車および大径の歯車が軸着されていて、門形の
支持枠Ａ側面に軸受で軸架されている。
尚、支持枠Ａの上面には発電機を設置し、この主軸には小径の歯車を軸着し、この小径の
歯車と前記大径の歯車をチエンＢで巻着、発電機を高速回動するよう構成する。
【００１１】
この回動をより継続的に連動させるため、前記弾み車を駆動軸に軸着することにより、水
受板が流水中で動作する略楕円軌道をとる前後運動を、滑らかな回転運動に変換すると共
に、逆転止め歯車で空転中の駆動軸に継続的な回転力を与えるものである。
【００１２】
高低差の少ない水路を利用して発電をしようとすれば、至る所にその適地があり、大きな
河川の水門で流入量を調節すれば、同じ幅員のコンクリート製水路が続く限り、どこまで
も一定の水深で、一定の流量が確保することができることになる。
【００１３】
この水路の幅員に合せて、発電装置を２台または４台程度組み合わせて、第１１図および
第１２図に示すように、直列または並列配置した場合には、それぞれに発電機を設置せず
、点線で示すように、１台の発電機に駆動を伝えるように設定したものを、水路上縁に多
数並べて設置することが可能となる。
【００１４】
水受板の作動開始位置を、装置毎に変えることによって交互にピストン運動が行われ、弾
み車によって空転中の、連結された１本の駆動軸に、それぞれ回転力を与え共動して、高
出力な発電が可能となるものである。
【００１５】
現在水路の水は主として水田等に利用される以外に、そのまま海に向かって流れてしまう
のが現状であり、この大きな自然ヱネルギーの有効利用は急務である。
特に、水田等の農地のある所では、水量の豊富な水路が設備されているので、この水路に
本発電装置を何台か並べて発電して、野菜や果樹などを栽培するビニールハウスなどに、
充電送電して、暖房用熱源や照明用として利用すれば、燃料代が節約でき電源設備の無い
ところでも、電力利用が可能である。
【００１６】
また太陽光発電では、日照時間が発電量を左右し、風力発電でもその日その日の風の影響
を受け、一日中同じ発電量を確保することは難しいが、水力発電は取水が充分であれば、
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天候に左右されず、２４時間効率的な発電が可能になる等の利点がある
【００１７】
このように発電装置を多数並べて、高出力の発電ができれば、電気自動車や電動自転車な
どの燃料や一般家庭の電力として利用することができる。
以上のように、石油等の化石燃料によらない水力発電のため、温室効果をもたらす、二酸
化炭素を全く排出することの無い、環境に優しいヱネルギー源として、地球温暖化対策の
一環として役立つ、水力発電装置を提供することにある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
次に本発明の実施形態を添付の図面に基づいて説明する、本発明の水力発電装置は機体台
枠８を、２本の角形管で平行対向させ、その２本の角形管の間にコンクリート製などの水
路１０の幅員に合せて、本発電装置が容易に着脱可能な寸法で、河川の上流側となる台枠
８先端部と、その中程に補強用の角形管１１および１２を挟着固定し、はしご状に形成す
る。
【００１９】
この台枠８が水路上縁１４に、水平に安定して設置できるよう、角形片１６を台枠８上面
から水路上縁１４の両側に向けて、それぞれ２個乃至３個突出固着し、発電装置が水路１
０内に落下するのを防止する。
上記台枠８の先端部、補強用の角形管１１内面に接して門形の支持枠Ａ１８を、またその
中程の補強用角形管１２と台枠８尾部との、略中間にも門形の支持枠Ｂ２０を設置する。
【００２０】
支持枠Ｂ２０には、水受板２１の作動装置として、２枚の対向した作動板Ａ２２の下端に
支持軸Ａ２４を貫挿し、軸受２６で台枠８に旋回自在に装着する。
また、この作動板Ａ２２の上端にも軸受２８を装着し、この両軸間に作動板Ｂ３０を同じ
く２枚対向させ、この軸受間を支持軸Ｂ３２で貫挿、支持リング３４に固装し水受板２１
の作動で、作動板Ｂ３０が作動板Ａ２２の上端軸受２８を支点として、旋回自在に構成す
る。
【００２１】
尚、上記作動板Ａ２２が水受板Ａ２１の駆動によって、捩れが起きないよう対向する作動
板Ａ２２の、上縁をコの字状の固定板３６で固定する。
この作動板Ｂ３０の下部には、両端を略台形に形成し、その両端をコの字状に折曲げた補
助板３８を、作動板Ｂ３０側に向けて、作動板Ｂ３０の下端部が、前記補助板３８の台形
対向面の折曲部に近接して、支持軸Ｃ４０用挿着穴を穴設する。
これに支持軸Ｃ４０を挿着、両端を止めリング４４で固定した、支持軸Ｃ４０の中程にチ
エンＡ４２を掛着し、その延長端にスプリングＡ６２を装着する。
【００２２】
このチエン４２を支持枠Ａ１８に軸架の、逆転止め歯車４８に巻着して、支持枠Ｂ２０　
の補強用の角形管１２寄り上部に支持軸Ｄ５０用の挿着穴を穴設し、この穴に支持軸Ｄ５
２を挿着、中程にスプリングＡ６２を装着してチエンＡ４２と連結、緩みがなく補助板３
８が僅か引き寄せられる状態で、支持枠Ａ１８の逆転止め歯車４８に巻着張設する。
【００２３】
前記補助板３８の下面に重ねて補助板３８の横幅と同じ、水受取付板５４を対向した２本
の台枠８間で安全に連続稼動可能な長さに設定し、その両端を補助板３８の折曲げ方向に
背を向ける形で折曲げ、補助板３８に第５図に示すように支持軸Ｃ４０を軸着、この突設
部に止めリング４４で旋回可能に装着する。
補助板３８に固着した水受取付板５４の、下方折曲部先端に水圧抵抗を予め考慮して横巾
を設定した、半円形またはＵ字形やＶ字形等、その先端へ行くほどその巾を狭めることに
より、受ける水圧抵抗が減少する構造の水受板２１を固装する。
【００２４】
この水受板２１の上縁を、当板５６で覆い水受板２１の内面に充分な水圧を貯えられるよ
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うにする。
また、水受板２１が流水中で、略楕円軌道をとり前後運動するための、吊り用のスプリン
グＡ４６を装着するが、この吊り用のスプリングＡ４６を装着する、吊り軸５７を貫挿す
る調節穴を支持枠Ｂ２０の支持軸Ｄ５２と間隔を置き、上段より５８、５９、６０と３個
程度穴設する。
水路の常時水深に合せて吊り軸５７を貫挿し、この中程にスプリングＡ４６を挿着、支持
枠Ｂ２０側面より突出した部分に両側から固定リング６４で吊り軸５７を着脱自在に装着
する。
前記により垂れ下がったスプリングＡ４６の、下端を台形の補助板３８に貫挿してある支
持軸Ｃ４０の、中程に伸縮自在に装着する。
【００２５】
次に水受板２１の作動を説明すると、スプリングＡ４６によって上下伸縮する水受板２１
の先端が、水路水面下に入り流水と波浪により、第７図ＡおよびＢに示すように、水中に
引き込まれると、その水圧を水受板２１と当板５６とで囲まれた、内面に受けることによ
って、スプリングＡ４６は斜め下方の水路底面６６に向かって、第７図ＣおよびＤに示す
ように伸張流下することになる。
【００２６】
水受板２１に受けた水圧でスプリングＡ４６が伸張すると、その弾性で引張られ、水受板
２１の先端に行くほどその巾を狭めた形状のため、次第にうける水圧を減じ水受板２１先
端は、第７図Ｆに示すように水面上に、その姿を現すと水圧抵抗が無くなり、スプリング
Ａ４６の弾性で斜め上方へ、水面６５上を最初の位置へ戻ることになる。
尚、装着するスプリングＡ４６の数量は、本装置の大きさや磨耗破損で駆動が停止しない
よう設定するため１個に限定されるものではない。
この取替えは吊り軸５７の支持リング３４と支持軸Ｃ４０の止めリング４４を取り外すこ
とによって簡単に交換できるものである
【００２７】
この動作と連動して、水受板２１が水圧を受けて流されたとき、チエンＡ４２はスプリン
グＢ６２の伸長によって、逆転止め歯車４８と同軸の駆動軸６８を回動するが、スプリン
グＡ４６およびスプリングＢ６２が伸張し、その弾性で最初の位置に戻ったとき、逆転止
め歯車４８は逆転するが、前記駆動軸６８は自転車の後輪ギアのように空転状態となる。
また、同軸に軸着の弾み車７０の遠心力で、惰性を付け弱い回転を、より強い回転力にす
るよう構成する。
【００２８】
尚、水受板２１が水圧を受けたとき、第７図Ｅに示すように、水受板２１の川下側では流
水を内面に貯えた分、瞬時ではあるが水位が下がり、川上側ではその分水位が上がり小さ
な落差が発生することになる。
また、角形の水路に対し半円状の水受板が流れを遮るため、余り水位の変化は起こらない
ことになる。
【００２９】
大雨等で急に水位が上昇した時は、水受板２１の半円形先端は最初の位置まで戻らず、第
７図Ａの動作が速く行われ、小さな楕円運動を自動的に繰り返すことになり、また水位が
下がった時は、水受板２１の重みでスプリングＡ４６が伸び、大きな楕円運動で作動する
ことになる自動調節機構である。
また発電機８１は水路より高い位置にあるので、水路の増水の影響を受けることはない。
説明図中の半円形斜線図は、水受板２１が流水によって受ける水圧Ｗを示し、矢印は水路
の水の流れ方向を示すものである。
【００３０】
弾み車７０は遠心力が充分働くよう、外輪に重量をもたせた鋳鉄構造でもよいが、本発明
では対向する２枚の円板７２外周縁に、等間隔で太目の丸形鋼を挟み込んだ弾み車７０を
駆動軸６８に第４図および第６図のように軸着する。
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また、この駆動軸６８には弾み車７０と、同径程度の大径の歯車７８を固装し、支持枠Ｂ
１８上面にチエンＢ８０用通路７９を開口して、発電機８１を搭載するものである。
この発電機８１の主軸７７にも小径の歯車８２を軸着して、大小２個の歯車７８，８２に
チエンＢ８０を巻着することによって、発電機８１を高速回動させ発電するよう構成する
。
【００３１】
このようにして、支持枠Ａ１８の対面する両側面中程で、支持枠Ａ１８背面８４に弾み車
７０の、外周縁が接しない位置に軸受８６を装着し、これに前記駆動軸６８を軸架する。
また、本装置を直列または並列連結用に、駆動軸６８の端部を支持枠Ａ１８の両側外に突
出させ、第８図に示すようにその一方には歯車８８を、もう一方の端部には半円柱状の切
り込み９０を入れ、この切り込み同士を組み合わせ、第９図の継手スリーブ９２で第１２
図のように連結する。
【００３２】
次に水路が深く、尚水面が低い位置にある場合には、本発電装置を水路内に据付台を設置
して、下げて設置することが考えられるが、大雨等で増水したとき、発電装置全体が水没
するので、第１０図に示すように、作動板Ｂ３０の支持軸Ｃ４０より先端を、水路の深さ
に合せて、延長設定し補助板３８の、台形部分に固着することによって、深い水路にも設
置が可能である。
【００３３】
また、水路上縁１４に角形片１６で設置してある、発電装置の水受板２１が流水の水圧を
受けて作動すると、作動の都度装置全体が水路の下流に向かって、ずれ下がることがある
ので、対向した２本の台枠８内側に、ねじ込み装着してある先端を尖らした締付けボルト
９４で、水路１０コンクリート側壁に取り付け穴９６位置を設定し、この穴に台枠８の両
脇から締付け固定する。
【００３４】
水路に２台以上の本発電装置を直列設置するばあいには、第１１図に示すように１台目の
台枠８尾部９８と、２台目の台枠８先端部１００とを密着連結して、水路上部側壁にそれ
ぞれ締付けボルト９４で固定する。支持枠Ａ１８の外部に突出している、駆動軸６８の一
方にそれぞれ歯車８８を装着し、この２台の歯車８８をチエンＣ１０２で巻着連動させる
。
発電機８１は、この場合点線で示すように１台を搭載し充電して使用する。
尚、大形歯車７８とチエンＢ８０は１台分あればよいことになる。
【００３５】
この発電装置を３台以上直列配置する場合には、２列形歯車１０４を使用連結して発電機
８１は１台搭載する。
前記直列配置したときの水受板２１は、それぞれ作動位置を異ならせてピストン運動を第
１１図に示すように、駆動軸６８に伝え発電装置を回動発電する。
水路幅員が広く発電装置が２台並列できる場合には、第１２図に示すように、隣り合わせ
の２台を台枠８先端１００と尾部９８に穴設してある、締付穴１０６同士をボルト１０８
で締付け、角形片１６を取り除き、この取り付け用ネジ穴を使い四角片１１０の補強板で
、４台の発電装置を組合あわせ固装する。
【００３６】
この組み合わせた隣同士の駆動軸６８の支持枠Ａより突出している半円柱状切込部９０を
、第９図および第１２図に示すように、それぞれ２本の接手スリーブ９２で連結、回動自
在に装着する。
また、その反対側駆動軸６８突出部の前後２本にも歯車８８を装着し、２台直列配置の時
と同じくチエンＣ１０２で回動自在に連結し、この場合も点線で示すように、１台の発電
機８１を搭載発電し充電することになる。
尚、発電機８１の搭載台数は、発電装置の組み合わせによって１台に限定されるものでな
い。また、大径の歯車７８とチエンＢ８０も発電機８１を搭載しないものについては装着
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しないことになる。
【００３７】
水受板２１は、第７図に示すＡからＦに至る略楕円軌道をとる前後運動を連続的に行うも
のであるが、発電装置を前記のように４台組み合わせるときには、それぞれ水受板２１を
第１２図に示すように異なる作動をさせることとする。
この作動例を示すと１台目の水受板２１は、第７図のＡの状態に、２台目はＣの状態に、
３台目はＤの状態に、４台目はＦの状態と、４台それぞれに異なる作動をさせることによ
って、逆転止め歯車４８で空転中の駆動軸６８に起動を伝え、自動車の４気筒エンジンと
同じようにピストン運動をすることになる。
【００３８】
前側に設置の、２台の駆動軸６８の回動を歯車８８とチエンＣ１０２で、後側２台の駆動
軸６８に伝え、後側の水受板２１のピストン運動も同じく、空転中の駆動軸６８を起動し
て、４台分の起動力が集積されて、弾み車７０の遠心力も加わって、強力な回転運動とし
て、大径の歯車７８とチエンＢ８０で、発電機８１の主軸７７に軸着してある、小径の歯
車８２を回動発電することになる。
また、水路に多数の発電機を設置したときも、充電器に蓄電してから使用することが、望
ましいことは言うまでもない。
【００３９】
尚、門形の支持枠Ａ１８と支持枠Ｂ２０間や、その背面８４および発電機８１、支持枠Ｂ
２０前面、水受板２１作動部等、駆動部全面をカバーで覆い、駆動中の安全と風雨を防ぐ
よう構成する。
特に冬期間の凍結を防ぐため、発電した電気を使い駆動部やカバー内を保温することも可
能である。
【００４０】
第１３図は、本発電装置の第２実施例を示すもので、門形の支持枠Ａ１８および門形支持
枠Ｂ２０との略中間で、２本の対向した台枠８上に支持台１１２を、それぞれ装着し軸受
１１４で回転軸１１６を軸架する。前記第１実施例で、駆動軸６８に装着の逆転止め歯車
４８を、この回転軸１１６の中程に軸架し、チエンＡ４２とスプリングＢ６２で回動する
。
この逆転止め歯車４８と並設して、同径か大きめの歯車１１８を、また駆動軸６８には逆
転止め歯車４８に替えて、小径の歯車１２０を装着して、この大小２個の歯車１１８と１
２０をチエンＤ１２２で巻着連結して、発電機８１の回転数を上げるように構成したもの
である。
【００４１】
本発電装置の台枠８の前後に装着してある角形片１６に、下向きコの字形の把手１２４を
固着し、本装置の移動や設置のときの把手１２４として利用する。
尚、前記までコンクリート製水路を、主体として記載しているが、この把手１２４を矢印
のように台枠８に上向きに装着し発電装置の脚部として、設置場所に固定することによっ
てコンクリート製以外の水路や、大きい河川にも設置が可能となり、水深がある場合には
この高さを調節できるようにすれば便利である。（二点鎖線で示す）
【００４２】
以上のように構成することによって、コンクリート製など一定の規格の水路であれば、特
別な本発電装置を設置するための工事が必要なく、装置全体の構造が簡単、軽量で安価な
水力発電装置が提供できるものである。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の実施形態に係る水力発電装置を示す斜視図である。
【図２】同装置における側面図である。
【図３】同装置における水受板作動側からみた正面図である。
【図４】同装置における駆動軸側から見た正面図である。
【図５】同装置における水受板とその駆動機構を示す平面図である。
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【図６】同装置における弾み車の構造を示す説明図である。
【図７】同装置における水受板の作動態様を示す側面図である。
【図８】同装置における側面連結用の駆動軸の構造を示す説明図である。
【図９】同装置における連結用接手スリーブの構造を示す説明図である。
【図１０】同装置における作動板Ｂの別の態様を示す説明図である。
【図１１】同装置を２台連結したときの態様を示す説明図である。
【図１２】同装置を４台連結したときの態様を示す説明図である。
【図１３】同装置の第２実施例を示す側面図である。
【符号の説明】
８…台枠
１０…水路
１１・１２…補強角形管
１４…水路上縁
１６…角形片
１８…支持枠Ａ
２０…支持枠Ｂ
２１…水受板
２２…作動板Ａ
２４…支持軸Ａ
２６・２８・８６・１１４…軸受
３０…作動板Ｂ
３２…支持軸Ｂ
３４…支持リング
３６…固定板
３８…補助板
４０…支持軸Ｃ
４２…チエンＡ
４４…止めリング
４６…スプリングＡ
４８…逆転止め歯車
５０…挿着穴
５２…支持軸Ｄ
５４…水受取付板
５６…当板
５７…吊り軸
５８…調節穴上
５９…調節穴中
６０…調節穴下
６２…スプリングＢ
６４…固定リング
６５…水面
６６…水路底面
６８…駆動軸
７０…弾み車
７２…円板
７４…丸形鋼
７６…ネジ
７７…主軸
７８…大径の歯車
７９…通路
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８０…チエンＢ
８１…発電機
８２…小径の歯車
８４…背面
８８・１１８・１２０…歯車
９０…半円柱状切込部
９２…接手スリーブ
９４…締付ボルト
９６…取付穴
９８…台枠尾部
１００…台枠先端
１０２…チエンＣ
１０４…２列形歯車
１０６…締付穴
１０８…ボルト
１１０…四角片
１１２…支持台
１１６…回転軸
１２２…チエンＤ
１２４…把手
Ｗ…水圧

【図１】 【図２】
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